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納　期　限
今月の納期限は12月25日（月）です
　◇固定資産税（３期）
　◇国民健康保険税（７期）
　◇後期高齢者医療保険料（６期）
　◇介護保険料（12月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇年金相談
　時　１月18日（木）
　　　10：00～11：30
　　　13：00～15：00
　※田辺年金事務所お客様相談室
　　への電話予約が必要です。
　※電話予約は相談日の１か月前
　　からできます。
　場　市役所３階会議室
　電話予約　
　　　田辺年金事務所お客様相談室
　　　☎0739-24-0435
　電話予約方法
　　自動音声による案内が流れます。
　　「プッシュボタン２を押す。」か、
　　「自動音声案内終了後に職員が
　　応答するまでお待ちください。」
　問　国保年金課年金係
　　　☎0738-23-5530
◇行政相談
　時　12月13日（水）
　　　13:00～15:00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　久堀　修二　氏
　　　☎0738-23-2229
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

く  ぼり    しゅうじ

てらさき　　すず こ

「年金受給資格期間の短縮」のお知らせ

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165

　平成29年８月から年金を受給するために必要な資格期間が10年以上あ
れば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
　平成29年８月１日から、制度改正により、年金を受け取るために必要
な期間（※資格期間）が25年から10年に短縮されました。
　平成29年８月１日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方には、日
本年金機構から年金請求書が入った黄色の封筒（Ａ４サイズ）をお届けして
いますので、お手続きがお済みでない方は、お早めに下記のところで請
求手続きをしてください。
　なお、請求場所が年金事務所の場合、あらかじめ「ねんきんダイヤル」
でご予約のうえお手続きされますよう、お願いします。
※ご予約がないと、年金事務所窓口でお待ちいただくことがあります。

全ての加入期間が

第１号被保険者（自営業者など）の方

第２号被保険者（厚生年金・共済年金・船員保険）

第３号被保険者（第２号被保険者の被扶養者）

の加入期間がある方

市役所 国保年金課 年金係

または

年金事務所

年金事務所

※050で始まる電話でおかけになる場合は（東京）03-6700-1165

問い合わせ　国保年金課　年金係　☎0738－23－5530

加入していた年金制度 請求手続きするところ
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